
感じる！

考える！

行動！

★ボランティアと視察で被災地を感じる！

★長期的な東北復興支援のあり方を一緒に考える！

★『貢献したい』思いを行動！に変えるきっかけを作ろう

■旅行期間： ２０１１年１０月７日（金）深夜 ～ １０月９日（日） ２泊３日（車中１泊）
■推奨対象者： 東北で何か貢献をしたいと考える経営企画、人事、CSRのご担当者様、人材育成に携わっている方

※企業からのお申し込み、個人でのご参加のどちらもお待ちしております。
■旅行代金： お一人様お一人様 ２９，８００円（男女別相部屋、定員利用の場合）２９，８００円（男女別相部屋、定員利用の場合） ＊往路＊往路10/810/8現地合流の方、お一人様２７，８００円（同左）現地合流の方、お一人様２７，８００円（同左）

■添乗員： 同行致します 往路新幹線代、路線バス代は別途ご自身でお手配ください。

■利用宿泊施設： １０/８ 松島海岸 「ホテル壮観」（和室、定員３～６名１室利用）

■食事条件： 朝１回、昼１回、夜１回
■ご旅行代金に含まれるもの：貸切バス代、旅行日程に明示した宿泊代・食事代・入場料・ガイド代、添乗員費用

■ご旅行代金に含まれないもの：２日目朝食代・昼食代、集合場所までの交通費

■最少催行人員： ２５名
■募 集 人 員： ６０名 ※募集人員に達した時点で締切となります。
■お申込方法： 裏面の申込書に記入の上、郵送またはFAX、Eメールにてお申込ください。

また同時に、お一人様６，０００円以上旅行代金までを下記宛お振込ください
【振込先のご案内】 銀行名：みずほコーポレート銀行 五号支店

口座番号： （普）１２８１５４２ 口座名：株式会社 JTB法人東京

お振込人名は必ずお申込代表者のお名前でお願い致します。
※お申込締切： ９月１５日（木）

写真提供：株式会社ワークハピネス

支援形態 支援内容 支援者

第１段階 緊急支援期 物資（ヒト・モノ） ボランティア

第２段階 被災支援期 安全支援（ヒト） ボランティア

第３段階 生活復興期
生活付加価値支援

（仮設住宅等）
企業

第４段階 生活・地域再生期 復興支援（都市計画） 企業

※緊急支援のフェーズが終わり、
今後は、企業が重要な役割を果たす『復興支援のフェーズ』となってきます

10/7(金)
～10/9(日)

～大好評の第一回に続き、今回は更に魅力ＵＰです！前回の詳細は

別紙ツアー報告書をご覧ください。～

株式会社ワークハピネス（旧社名：株式会社エスプール総合研究所企画協力

旅行日程

日次 月日（曜） 行程 宿泊地 食事

１ １０／７

（金）

♦浜松町駅 24：00集合

24：30浜松町・・・＜首都高速・東北自動車道ほか＞・・・石巻市内 貸切バス

車中泊

－

－

－

２ １０／８

（土）

＊往路JR利用の方は10：40石巻駅集合（仙台から路線バス）

女川町下車・・・サンファン館下車・・・平孝酒造訪問・・・石巻産業視察（塩害の農家

9：00頃 10：15頃 11：00頃

見学と水産加工業者訪問）・・・（市議会議員等との復興事業ディスカッション）・・・

13：30頃～16：30頃

松島海岸（泊）17:30 夜：ディスカッション

＜松島海岸＞

ホテル壮観

－

－

夕

３ １０／９

（日）

松島海岸（8：00）・・・A．松島マラソン（5KM）＋入浴／B． 七ヶ浜町視察・・・塩釜市内（昼食）・・・

*8/31までに各自でエントリー必要 http://www.khb-tv.co.jp/marathon/index.html

塩釜（海産物ショッピング）・・・＜東北自動車道ほか＞ ・・・浜松町（19：30頃）

朝

昼

－

石巻市民とのディスカッション

異業種メンバーとのワールドカフェ開催



 

 

 

■募集型企画旅行契約 
この旅行は㈱JTB 法人東京（東京都新宿区西新宿 3-7-1 観光庁長官登録旅行業第 1767 号。以下「当 
社」といいます。）が企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅 
行契約「以下「旅行契約といいます」を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか別 
途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業 
約款募集型企画旅行契約の部によります。 
■旅行のお申込み及び契約成立の時期 
（１）当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記申込金を添えてお申込みください。申込金は、旅

行代金お支払いの際に差し引かせていただきます。 
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合、当社が予約の承諾の旨を通知し

た翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。 
（３）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。 
（４）申込金（お一人様） お一人様 6,000 円以上旅行代金まで 
■旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日から遡って１３日目にあたる日よりも前に（お申込が間際の場合は当 
社の指定する期日まで）にお支払いください。 また、お客様が当社提携のカード会社のカード会員で 
ある場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用をお支払いいただくことがあります。  
この場合のカード利用日は、お客様から申し出が無い限りお客様の承諾日と致します。 
■取消料／旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除される時は、次の金額を取消料として申し 
受けます。 

契約解除の日 取消料（お一人様）

１）２１日目にあたる日以前の解除 無 料 

２）２０日目にあたる日以降の解除  （３～６を除く） 旅行代金の ２０％

旅行開始
日の前日
から起算
してさか
のぼって ３） ７日目にあたる日以降の解除  （４～６を除く） 旅行代金の ３０％

４）旅行開始日の前日の解除 旅行代金の ４０％

５）当日の解除  （６を除く） 旅行代金の ５０％

 

６）旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％

■旅行代金に含まれるもの 
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミークラス）、宿泊費、食事代、および 
消費税など諸税。（これらの費用は、お客様の都合により一部を利用されなくても原則として払い戻しを致 
しません。） 
■当社による旅行契約の解除及び催行中止 
（１）お客様が当社所定の期日までに旅行代金が支払われないときは、当社は旅行契約を解除すること 

があります。このときは、取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。 
（２）次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 
①お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていない 
  ことが明らかになったとき。 
②お客様が病気、必要な介助者の存在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認めら 

れた時。 
④お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 
⑤お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日か 
  らさかのぼって１３日目にあたる日より前に旅行中止の通知をいたします。 
⑥スキーを目的とする旅行における積雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が 

成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 
⑦天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない 

事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不 
可能となったとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。 

■当社の責任及び、免責事項 
（１）当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お 

客様が被られた損害を賠償いたします。 
（２）手荷物について生じた本項（１）の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から 

起算して１４日以内に当社に対して通知があったときに限り、１人１５万円を限度（当社に故意又は重 
大な過失がある場合を除きます。）として賠償いたします。 

■特別補償 
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、募集型企画旅 
行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故に 
より、その身体、生命または手荷物が被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金 
または見舞金を支払います。 
・死亡補償金：１５００万円 
・入院見舞金：２～２０万円 
・通院見舞金：１～５万円 
・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（ただし、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」という）より「会員の署名をなくして旅行代金や取 
消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」という）を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは 
以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカード 
の種類も受託旅行業者により異なります。） 
（１）契約成立は、当社が電話または郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail 等の電子

承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込時には「会員番
号・カード有効期間」等を通知していただきます。 

（２）「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカ
ード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカード利用日は「契約解除依頼日」とします。（た
だし、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料
を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して７日間以内をカード利用日として払い戻します。） 

（３）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契
約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに
現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 

■個人情報の取り扱いについて 
当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書などに記載された個人情報について、お客様との 
連絡のために利用させていただくほか、お客様が申込いただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供 
するサービスの手配およびそれらのサービス受領のために手続きに必要な範囲で利用させていただきま 
す。このほか、当社および販売店では①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンの 
ご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤ 
統計資料の作成のお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 
■国内旅行保険への加入について 
ご旅行中、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者 
への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご 
自身で十分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込店 
の販売員にお問い合わせください。 
■旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2011 年 8 月 1 日を基準としています。 また旅行代金は 2011 年 8 月 1 日現在有効 
な運賃・規則を基準として算出しています。 
 
 

<<旅行企画・実施>>株式会社ＪＴＢ法人東京 
観光庁長官登録旅行業第 1767 号 

一般社団法人 日本旅行業協会正会員 

〒163-1066 東京都新宿区西新宿 3-7-1 

 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所の責任者です。この旅行の契約に関し、

担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく下記の旅行業務取扱管理者にご質問

ください。 

 JＴＢ法人東京 本社営業部 

 教育第一事業部 営業 1 課 
〒163-1066  東京都新宿区西新宿 3-7-1 

総合旅行業務取扱管理者：中村 弘子 

電話 ： ０３－５９０９－８０１２ 
ＦＡＸ ： ０３－５９０９－８０１７ 
E メール：kyoiku1_01@bwt.jtb.jp 

担当：伊藤・高野 

 営業時間：月～金曜日 ９：３０～１７：３０（土日祝日休み） 

お申込の際は、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込ください。旅行条件（要約） 

旅 行 申 込 書

ご旅行条件（要約）内、個人情報の取扱についてお読みいただき、同意の上お申込ください。 

◆申込締切：９月１５日（木）17：０0 まで ◆FAX でお申込の場合は、個人情報保護の観点から必ず着信確認をお願い致します。 

 なおツアー特性上、いただいた個人情報を株式会社ワークハピネスへ提供いたします。ご同意の上、お申し込みください。 

◆お申込・お問い合わせは

　　お申込コース　　　全行程　　・　　往路10/8石巻合流　　　　（○をつけてください）

性別

2. 年齢　　　歳

3. 年齢　　　歳

4. 年齢　　　歳

同行者氏名

男・女

男・女

（ふりがな）

（ふりがな）

氏名 　年　　月　　日

大人（　　　　　　）名

（申込代表者）

生年月日

男・女

　年　月　日生男・女

（　　　　　　）名人数
小人（　　　　　　）名

合計

所属会社名

TEL

FAX

携帯

住　　　所

ふりがな

〒

メール

　年　月　日生

年齢   　　歳

　年　月　日生

（ふりがな）


